
令和２年度 所有者不明土地対策に関する講演会 資料

協議会からの情報提供

【北海道開発局開発監理部用地課から】

・ (情報提供) 令和２年度 所有者の所在の把握の難しい土地の用地処理事例

・(情報提供) 所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援（モデル調査）

・ (事務連絡) 災害により被災した地方公共団体に対する所有者不明土地連携協

議会を活用した支援について

【札幌法務局民事行政部不動産登記部門から】

･(札幌法務局からの情報提供) 所有者不明土地問題の解消に向けた取組

北海道所有者不明土地連携協議会
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令和２年度北海道所有者不明土地連携協議会所有者不明土地対策に関する講演会協議会からの情報提供資料（所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援（モデル調査））
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            事 務 連 絡  

令和 ２年５月 20日 

 

 

北海道 各地方公共団体 

所有者不明土地法担当部局  御中 

 

北海道所有者不明土地連携協議会 

 

 

災害により被災した地方公共団体に対する 

所有者不明土地連携協議会を活用した支援について 

 

近年、道内では、平成 28年 8月に相次いで発生し上陸した台風や平成 30年 9月に

発生した胆振東部地震など、各地で大規模な災害が発生しているところ、これらの被

害を受けた地方公共団体においては、迅速な復旧作業が求められることになると考え

ます。 

つきましては、被災地において、迅速な復旧が進められるよう用地取得等の技術的

な支援が必要な際には、所有者不明土地連携協議会の相談窓口を活用してください。 

また、被災した地方公共団体が、土地所有者等の探索に関する具体的な方法やその

進め方等について、直接、用地取得等の技術的な支援を受けたい場合、「所有者不明

土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」第 41条の規定に基づき、国土交通省職

員の派遣を要請することができるので、併せて検討してください。 
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台風等により被災した地方公共団体に対する支援について

台風等により被災を受けた地方公共団体におけるライフライン等の復旧加速のため、所有者不明
土地等の用地取得を、「所有者不明土地連携協議会」が支援します。

○相談
「北海道所有者不明土地連携協議会」事務局が設置されている北海道開発局開発監理部用地課を窓口として、
所有者不明土地の権利者探索、外部専門家へのアウトソーシングの活用助言など用地業務の相談を受け付
け、協議会構成員が一体となり、地方公共団体を支援します。（相談内容に応じて構成員である士業団体へ
照会します。）

地方公共団体

要請 派遣

北海道開発局

日帰り～数日程度の比較的短期間で実践
的なノウハウの提供を行います
※職員派遣に係る費用は地方公共団体の負担

職員派遣

○職員派遣
所有者不明土地法第４１条を基に、地方公共団体から要請があった場合、地方整備局職員を地方公共団体
へ派遣し、所有者探索に関する専門的な知識の提供にあたります。

相談

用地業務の主な相談対象項目

・土地・建物の権利者の調査
・土地の測量
・建物等の調査
・土地の評価
・建物等の補償金額の算定
・用地交渉
・契約
・登記・土地引渡し
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様式１

職員派遣要請書

令和 年 月 日

北海道開発局長 宛て

地方公共団体の長 印

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第４１条及び所有者不明土地の利用の円

滑化等に関する特別措置法施行規則第５７条の規定に基づき、地域福利増進事業等の実施の準備

のため職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があることから、北海

道開発局に所属する職員の派遣を下記のとおり要請します。

記

１ 事業の種類及び内容

２ 派遣を要請する理由

３ その他職員の派遣について必要な事項

備考

１ 「事業の種類」は地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業の別を、「事業の内容」

は事業により整備する施設の種類等を記載するものとする。

２ 「派遣を要請する理由」は、土地所有者等の探索に当たって生じている支障や習得させる必

要がある知識を具体的に記載するものとする。

３ 「その他職員の派遣について必要な事項」は、派遣を希望する時期及び期間、専門的な知識

を習得させる職員の部署及び人数、職員派遣に係る旅費等の費用を地方公共団体が負担する等

を記載するものとする。
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様式３

北 開 局 用 第 号

令和 年 月 日

地方自治体の長 殿

北 海 道 開 発 局 長

職員の派遣について（通知）

令和 年 月 日付けで貴職から要請のあった標記について、所有者不明土地の利用の

円滑化等に関する特別措置法第４１条に基づき、下記のとおり、職員を派遣することとしたので、

通知する。

記

１ 所属及び氏名

（１）○○開発建設部用地課 用地課長補佐 ○○ ○○

（２）○○開発建設部用地課 ○○○ ○○ ○○

２ 派遣日

令和 年 月 日（から 月 日まで）

３ 派遣場所

○○町役場（○○市〇〇町○番）○○課

４ その他職員の派遣について必要な事項
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令和２年度 所有者不明土地対策に関する講演会

協議会からの情報提供

札幌法務局からの情報提供
所有者不明土地問題の解消に向けた取組

北海道所有者不明土地連携協議会



･



http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jphttp://www.moj.go.jp http://twitter.com/touki_net

所有者不明土地問題の解消に向けた取組

令和２年９月
札幌法務局

１ 所有者不明土地問題の解消に向けた取組について
２ 長期相続登記等未了土地解消作業の概要について
３ 表題部所有者不明土地解消作業の概要について
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１ 所有者不明土地問題の解消に向けた取組について

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
（平成30年法律第49号。以下「特措法」といいます。）

所有者不明土地問題の解消に立法措置等

登記官は，起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者か
らの求めに応じ，当該事業を実施しようとする区域内の土地につき，その所
有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査し，職権で，長期間にわた
り相続登記等がされていない土地である旨等を登記に付記すること等を行い，
起業者の利用に供するとともに，所有権の登記名義人となり得る者に対して
相続登記の申請を促すこととされました（特措法第40条第1項）。
この作業は，「長期相続登記等未了土地解消作業」といいます。

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」
（令和元年法律第15号。以下「適正化法」といいます。）

不動産登記の表題部の所有者欄が「氏名のみ」，「A外○名」等と記録さ
れている土地について，登記官は，所有者等の探索を行い，職権で，表題部
所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所，所有者を特定すること
ができなかった場合はその旨を，それぞれ登記します（適正化法第15条）。
この作業は，「表題部所有者不明土地解消作業」といいます。
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２ 長期相続登記等未了土地解消作業の概要について

※割合は累積値

最後の登記から９０年以
上経過しているもの

最後の登記から７０年
以上経過しているもの

最後の登記から５０年
以上経過しているもの

大都市
（所有権の個数：24,360個）

０．４％ １．１％ ６．６％

中小都市・中山間地域
（同上：93,986個）

７．０％ １２．０％ ２６．６％

不動産登記簿における相続登記未了
土地調査（平成２９年６月公表）

現状

長期間相続登記等が未了となっているおそれのある土地が相当数あることが判明

① 所有者不明土地問題に直面する自治体のニーズを踏まえ，調査地域の選定
② 長期間相続登記が未了の土地の洗い出し
③ 調査対象土地の登記情報と戸除籍を突合し，登記名義人について相続が発生していないかどうかを確認し，その結果を踏まえ，

登記名義人の法定相続人情報（法定相続人の一覧図）を作成
④ ②及び③を登記官が審査し，法定相続人情報等を登記簿の一部として登記所に保管するとともに，長期相続登記未了である旨を

登記記録に記録
⑤ 調査で判明した相続人に対し，相続登記を促す通知を発出

①地域選定 ②対象地洗い出し ③相続発生の有無確認／一覧図作成 ④登記官による審査／記録／保管 ⑤通知

長期間相続登記が未了となっている土地について，相続が発生していないか，相続が発生している場合に，相続人として登
記名義人となり得る者が誰かを登記官が調査し，調査結果を踏まえて相続登記の促進につなげる仕組みを創設し，実施する。

ｖ
調査で判明した相続人本人に対する直接的な相続登記の促し
法定相続人情報を相続登記申請時における添付書類として援用することを可能とし，相続登記の申請人の手続負担を軽減
事業実施主体の所有者探索のコスト削減，簡便化（法定相続人情報を必要に応じて提供）

効果

公共事業用地の取得，農地の集約化，森林の適正な管理等の事業の円滑化・進展に寄与

対応策（所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）で措置）
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３ 表題部所有者不明土地解消作業の概要

土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が，昭和35年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後
も引き継がれたことにより，不動産登記の表題部所有者（※）欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記（「変則型登記」
ともいう。）の土地が存在

表題部所有者不明土地とは

（代表例）
①氏名のみが記録され，住所が記録され
ていない土地 例「法務太郎」
②記名共有地 例「法務太郎外○名」
※「○名」の氏名・住所の記録がない

③字持地 例「大字○○」

※表題部所有者とは，所有権の登記がない不動産について，登記記録の表題部に記録される所有者をいう。なお，所有権の登
記がされると，表題部所有者に関する登記事項は抹消される。

★表題部所有者不
明土地は，歴史的
経緯により，共有
地，入会地，財産
区有地，市町村有
地など，その所有
形態が様々です。

表題部所有者の不明による具体的な支障事例

「買収予定地の登記簿において，『所有者代表者外４名』と
しか記載がなくて，この所有者代表者を調べてみても，所有者
不明に行き着く事例があります。」(平成30年１月19日開催の第
１回所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議における三鷹
市清原市長御発言)

買収予定地の登記簿において「表題部」に所有者の住所の記
載が無く，所有者が特定できない。（所有者不明土地問題研究会
（座長：増田寛也野村総合研究所顧問）最終報告）

老朽化したため池を廃止して跡地の利用を検討したところ，
表題部所有者が「成羽総持」と記録され，所有者が不明である
ため，適正な土地の管理に支障（岡山県高梁市，山陽新聞平成29
年11月19日朝刊）

所有者の記録
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法務太郎

甲市乙町一丁目１番 法務太郎

手続番号 第４３００－２０２０－０００１号
令和元年法律第15号第15条の規定により令和
２年８月１日登記

所
有
者
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